
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 等 の 一 部 を 改

正 す る 規 程 の あ ら ま し  

 

１  大 阪 府 人 事 委 員 会 の 勧 告 を 踏 ま え 、 管 理 職 員 の 勤 勉 手 当 の 支 給 割 合

の 改 定 そ の 他 所 要 の 改 正 を 行 い ま す 。  

 

２  職 務 の 複 雑 、 困 難 及 び 責 任 の 度 に 基 づ き 、 そ の 職 務 を 給 料 表 に 定 め

る 職 務 の 級 に 分 類 す る 級 別 標 準 職 務 表 に つ い て 、 文 言 を 改 め る な ど 、

所 要 の 改 正 を 行 い ま す 。  

 

３  こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 平 成 29年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 し ま

す 。  


